
グリーンイノベーション基金事業費助成金交付規程 新旧対照表   

                     新                      旧 

グリーンイノベーション基金事業費助成金交付規程 

  2021年５月 24日 

  2021年度規程第８号 

一部改正 2025年２月 18日 2024年度規程第 55号 

 

第１条～第８条 （略） 

 

（交付に当たっての条件） 

第９条 機構は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項に

つき条件を付するものとする。 

一～十三（略） 

十四 助成事業者は、第 19条第１項の規定により助成金の返還請求の通

知を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納付額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計算

した加算金を加えて返還すべきこと。ただし、第 18条第１項第十号及

び第十一号の規定による場合はこの限りでない。 

十五～三十三（略） 

グリーンイノベーション基金事業費助成金交付規程 

  2021年５月 24日 

  2021年度規程第８号 

 

 

第１条～第８条 （略） 

 

（交付に当たっての条件） 

第９条 機構は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項に

つき条件を付するものとする。 

一～十三（略） 

十四 助成事業者は、第 19条第１項の規定により助成金の返還請求の通知

を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当

該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間について

は、既納付額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計算し

た加算金を加えて返還すべきこと。ただし、第 18条第１項第九号及び第

十号の規定による場合はこの限りでない。 

十五～三十三（略） 



三十四 助成事業者は、機構が助成事業に関して知り得た一切の情報につ

いて、必要に応じて経済産業省及び研究開発・社会実装計画を作成する担

当省庁（以下、単に「担当省庁」という。）に対して提供することに同意

すること。 

三十五～三十六（略） 

 三十七 助成事業者は、第 32条第５項の規定により機構から指示があっ

た場合は、その指示に従うこと。 

２（略） 

 

第 10条～第 17条（略） 

 

（交付決定の取消） 

第 18条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、第８条の規定に

よる交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

一～八（略） 

九 助成事業者が、第 32条第３項の規定により提出した事業戦略ビジョ

ンに虚偽の記載をした場合において、当該違反内容に重大性又は緊急性等

があるものと担当省庁が判断したとき。 

十（略） 

十一（略） 

２ 前項第一号から第九号に掲げるものについては、第 13条の規定に基づ

三十四 助成事業者は、機構が助成事業に関して知り得た一切の情報につ

いて、必要に応じて経済産業省及び研究開発・社会実装計画を作成する担

当省庁に対して提供することに同意すること。 

 

三十五～三十六（略） 

（新設） 

 

２（略） 

 

第 10条～第 17条（略） 

 

（交付決定の取消） 

第 18条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、第８条の規定によ

る交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

一～八（略） 

（新設） 

 

 

九（略） 

十（略） 

２ 前項第一号から第八号に掲げるものについては、第 13条の規定に基づく



く助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。 

３（略） 

 

第 19条～第 31条 （略） 

 

（技術移転防止に係る事前相談） 

第 32条 助成事業者は、基本方針に基づき、助成事業者又はそのグループ

会社が、次項に定める他者（助成事業者の子会社を含む。以下同じ。）又

は他国に対する行為を行うに当たって、次に掲げる事項に該当する場合

は、当該行為を実施する 40日前までに担当省庁に事前に相談しなければ

ならない。 

一 コア重要技術等（基本方針に基づく技術をいう。以下同じ。）の強制

的な技術移転のおそれがあること又は次のイ若しくはロに掲げる他者の

属性によりコア重要技術等の流出のおそれがあることを助成事業者が知

った場合 

イ 過去五年間において、国際連合の決議その他国際的な基準に違反した

実績がある者 

ロ 外国政府等による影響を受けて事業を行う者 

二 前号に掲げるおそれがあるとして担当省庁から事前相談をすべき旨の

連絡を受けた場合 

２ 他者又は他国に対する行為は、次の各号に掲げるいずれかの行為とす

助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。 

３（略） 

 

第 19条～第 31条 （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



る。 

一 他者に対し、コア重要技術等に係る知的財産権を移転する、研究開

発・社会実装計画の対象とする取組に係る事業を譲渡する等、コア重要

技術等そのものを移転する 

二 他者に対し、コア重要技術等を提供する 

三 他者と、コア重要技術等に関する共同研究開発を行う 

四 他国において、コア重要技術等に係る研究開発を行う 

五 他国において、コア重要技術等を用いた製品等を生産する拠点を建設

し、又は既存の生産拠点における設備投資を行い、結果として当該生産

拠点における当該製品等の製造能力が 10％を超える割合で増強する

（ただし、当該生産拠点で生産する当該製品等の 85％以上が当該他国で

消費される場合を除く。） 

３ 助成事業者は、第１項に規定する相談の要否について確認した結果等に

ついて、交付申請書に添付する事業戦略ビジョン（変更した場合はその変

更したもの）に記載した上で、機構が別途指定する期間内に機構に提出し

なければならない。 

４ 機構は、前項の事業戦略ビジョンの提出があったときは、当該事業戦略

ビジョンを担当省庁に提供できるものとする。 

５ 機構は、第３項の規定により提出された事業戦略ビジョンに不当である

と認める事項又は虚偽の記載があった場合、担当省庁と協議の上、助成事

業者に対し、その是正のために必要な指示を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（適用の除外） 

第 33条（略） 

 

（その他必要な事項） 

第 34条（略） 

 

附 則（2025年２月 18日 2024年度規程第 55号） 

１．この規程は、2025年２月 18日から実施する。 

２．ただし、第９条第１項第三十七号及び第 18条第１項第九号の改正規定

は、2025年４月１日以降、新たな交付決定及び基本方針に基づくステー

ジゲートを通過したことに伴う変更交付決定を行う事業について適用す

る。 

 

別記１～別記２（略） 

様式第１（略） 

（適用の除外） 

第 32条（略） 

 

（その他必要な事項） 

第 33条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１～別記２（略） 

様式第１（略） 



  



  



  



  



  



  



 

様式第３～第２１（略） 

 

様式第３～第２１（略） 

 


